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と
な
り
の
弁
護
士 

弁護士法人 

パートナーズ法律事務所長  

弁護士 原 和良 

 

う
ち
の
子
ど
も
は
病
院
が
大
好
き
で
、
よ
く
お

医
者
さ
ん
ご
っ
こ
を
し
て
い
ま
す
し
、
自
分
か
ら

病
院
に
行
き
た
い
と
申
告
し
て
注
射
や
治
療
も
率

先
し
て
受
け
て
い
ま
す
。
先
日
、
耳
鼻
科
の
先
生

に
「
そ
ん
な
に
病
院
が
好
き
な
ら
、
お
医
者
さ
ん

に
な
っ
た
ら
？
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
本
人
曰
く
「
お
医
者
さ
ん
に
は
な
ら
な
い
。

ア
ン
パ
ン
マ
ン
に
な
っ
て
、
バ
イ
キ
ン
マ
ン
に
ア

ン
パ
ン
チ
す
る
の
」
と
の
こ
と
で
し
た
（
笑
） 

 

ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
り
た
が
る
の
は

子
ど
も
あ
る
あ
る
で
す
ね
。
私
自
身
、
幼
児
の
こ

ろ
は
、
セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン
の
セ
ー
ラ
ー
マ
ー
キ
ュ

リ
ー
に
憧
れ
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
小
学
生

に
な
っ
て
以
降
は
、
な
ん
と
な
く
の
イ
メ
ー
ジ
で

「
ケ
ー
キ
屋
さ
ん
」
「
お
花
屋
さ
ん
」
な
ど
と
答

え
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
就
き
た
い
職
業
な

ん
て
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
も
特
に
あ
り

ま
せ
ん
。
（
今
の
仕
事
は
気
に
入
っ
て
ま
す
が
） 

 

う
ち
の
子
は
、
ア
ン
パ
ン
マ
ン
の
次
は
、
プ
リ

キ
ュ
ア
や
プ
リ
ン
セ
ス
、
あ
る
い
は
パ
ウ
パ
ト
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
り
た
い
と
言
い
出
す
の
で

し
ょ
う
か
。
私
も
コ
ウ
ペ
ン
ち
ゃ
ん
と
か
ド
キ
ン

ち
ゃ
ん
に
は
な
り
た
い
か
も
。
「
将
来
の
夢
」
と

い
う
言
葉
は
、
「
就
き
た
い
職
業
」
と
い
う
意
味

合
い
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
職
業
よ
り
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
考
え

た
ほ
う
が
、
性
格
や
生
き
方
を
具
体
的
に
イ
メ
ー

ジ
で
き
て
面
白
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

釜
澤 

菜
穂 

マ
チ
弁
と
「
虎
に
翼
」 
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１ 

今
月
ス
タ
ー
ト
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連
続
テ
レ
ビ

小
説
「
虎
に
翼
」
が
大
ブ
レ
ー
ク
し
て
い
る
よ
う

だ
。
私
も
、
最
初
は
見
逃
し
て
い
た
が
、
周
囲
か
ら

大
絶
賛
の
声
が
聞
こ
え
て
来
て
、
再
放
送
で
追
い
つ

き
、
今
は
毎
日
出
勤
前
に
釘
付
け
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

ド
ラ
マ
は
、
昭
和
初
期
に
女
性
初
の
弁
護
士
に

な
っ
た
伊
藤
沙
莉
演
じ
る
ヒ
ロ
イ
ン
猪
爪
寅
子
が
、

男
性
社
会
の
様
々
な
偏
見
や
差
別
に
立
ち
向
か
い
、

明
律
大
学
で
司
法
試
験
（
高
等
文
官
試
験
）
の
勉
強

に
挑
む
痛
快
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
実
在
し
た
女

性
弁
護
士
（
後
に
横
浜
家
庭
裁
判
所
所
長
）
で
あ
る

三
淵
嘉
子
を
モ
デ
ル
と
し
て
お
り
、
同
じ
年
に
弁
護

士
に
な
っ
た
中
田
正
子
、
久
米
愛
の
三
名
の
女
性
弁

護
士
も
登
場
す
る
。
法
曹
界
の
ド
ラ
マ
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
弁
護
士
や
裁
判
官
・
検
察
官
の
視
聴
率

は
、
相
当
高
い
よ
う
だ
。 

 

２ 

男
性
社
会
の
中
で
様
々
な
偏
見
、
差
別
、
抑
圧

に
立
ち
向
か
い
自
立
す
る
女
性
の
姿
を
描
い
た
ド
ラ

マ
で
あ
る
だ
け
に
、
同
じ
体
験
や
同
じ
思
い
を
持
っ

た
女
性
の
間
に
も
共
感
を
広
げ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
未
だ
男
性
社
会
、
保
守
的
な
風
土
が
残
る

法
曹
界
に
も
寅
子
が
生
き
た
時
代
と
共
通
す
る
差
別

は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
し
、
日
本
社
会
の
多
く
が

そ
う
で
あ
ろ
う
。 

 
 

そ
し
て
、
法
律
を
武
器
に
女
性
の
権
利
を
実
現

し
よ
う
と
す
る
寅
子
の
姿
は
、
多
く
の
女
性
の
共
感

を
広
げ
、
毎
日
の
生
活
の
励
み
に
な
っ
て
い
る
よ
う

だ
。 

 

３ 

今
、
弁
護
士
の
業
界
は
、
一
つ
の
曲
が
り
角
に

あ
る
。
寅
子
の
よ
う
に
、
法
律
を
武
器
に
社
会
を
変

え
る
、
弱
者
を
救
済
す
る
、
と
い
う
多
く
の
法
律
家

を
目
指
し
た
初
心
を
貫
く
こ
と
が
困
難
な
社
会
的
状

況
が
あ
る
。 

 
 

寅
子
の
よ
う
な
、
法
律
を
武
器
に
、
庶
民
の
権

利
を
擁
護
す
る
町
場
の
弁
護
士
は
、
「
マ
チ
弁
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
、
よ
り

よ
い
待
遇
を
求
め
て
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
強
者
の
お

こ
ぼ
れ
に
預
か
る
企
業
法
務
中
心
の
大
手
法
律
事
務

所
へ
の
「
就
職
」
が
人
気
で
、
マ
チ
弁
は
、
絶
滅
危

惧
種
だ
、
と
自
虐
的
に
話
す
弁
護
士
も
い
る
。 

 
 

し
か
し
、
女
性
問
題
、
子
ど
も
の
人
権
、
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
、
労
働
者
の
権
利
、
外
国
人
の
人
権
、
中
小
企

業
の
経
営
、
公
害
・
薬
害
被
害
者
の
救
済
、
福
島
原

発
事
故
被
害
者
の
救
済
、
刑
事
え
ん
罪
事
件
、
…
。 

 
 

こ
れ
ら
の
困
難
な
事
件
を
全
国
各
地
で
、
い
わ

ば
手
弁
当
で
支
え
て
い
る
の
は
間
違
い
な
く
マ
チ
弁

と
い
わ
れ
る
弁
護
士
た
ち
だ
。 

 

４ 

マ
チ
弁
の
危
機
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
日
本
社
会

に
残
さ
れ
て
い
る
弱
者
・
少
数
者
の
た
め
の
社
会
的

共
通
資
本
（
宇
沢
弘
文
）
の
弱
体
化
を
意
味
す
る
。 

 
 

寅
子
へ
の
共
感
は
、
社
会
に
と
っ
て
な
く
て
は

な
ら
な
い
マ
チ
弁
へ
の
共
感
で
あ
り
、
私
た
ち
弁
護

士
は
、
そ
の
こ
と
に
確
信
と
誇
り
を
も
っ
て
日
々
の

業
務
に
従
事
し
た
い
も
の
で
あ
る
。 

編 

集 

後 
記 

 

将
来
の
夢  
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社会保険労務士法人・行政書士事務所 

 

１．企業にとって労働力不測の解決は主要な経営課題となっ

ている。帝国データバンクによれば、人手不足倒産は、

2021年111件→2022年140件→2023年260件とうなぎのぼ

りである（もちろん法的倒産件数だから廃業等は含まれな

い数である）。 

 

２．同じく帝国データバンクの企業の意識調査では、賃金改

善見込みが「ある」と答えた企業は６割にのぼる。2021年

度42.0％→2022年度54.6％→2023年度56.5％→2024年度

59.7％とこれもうなぎのぼりだ。賃金改善とは定期昇給は

含まれず、ベースアップや賞与の増加のみの数である。賃

上げ原資のない企業は淘汰されつつあるという厳しい現実

が突き付けられている。 

 

３．マイナビが発表した「2025年卒大学生活実態調査」によ

れば、新卒学生の企業選択のポイントは、１位「待遇面

（給与、休日休暇制度）」22.8％、２位「社風や働く社員

がよい・よさそう」22.6％。「残業はできるだけしたくな

い、するとしても残業分の給料はすべて出る（みなし残業

や固定残業による給与体制は避けたい）」ということのよ

うだ。 

 

４．一方、公益社団法人全国求人情報協会の「入社１年半時

点の就業意識の実態調査」によれば、実に52.4％が転職意

向を持っているという。入社直後から、より良い待遇を求

めて転職を考えているのである。 

 

５．こうなるとざるで水を汲んでもこぼれるだけ。採用と定

着は実に車の両輪である。新人を定着させるための、待

遇、担当者の配置などいままでにない工夫が必要になって

いる。 

人手不足～採用と定着は車の両輪 

  

 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント 

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 

司法書士の業務つれづれ帳 

JAZZでほっと一息 

となりの弁護士  ほか 

連 載 

椿（光源氏） 



 

 

 厚労省は、３月29日、「令和６年度地方労

働 行 政運 営方針」を発 表 しま した。こ れは 毎

年発表する地方労働局における重点課題・対

策を示したもので、各企業においてもこれを

参考にしながら労務管理を進めてください。 

 「人 手 不 足 の 克 服、継 続 的 な 賃 上 げ、多 様

な働き方の実現による持続的な成長と分配の

好循環を実現する」ことを目的に諸施策を打

ち出しています。その概要を紹介します。 

 

１．最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、   

      非正規雇用労働者の処遇改善等 
○最低賃金について、2030年代半ばまでに全

国加重平均が1,500円となることを目指す。 

○中小企業等が賃上げの原資を確保できるよ

う、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉

に関する指針」の周知。 

○最低賃金の履行上問題のある業種等に重点

的に監督指導等を行う。 

○監督署の定期監督等において、同一労働同

一賃金に関する確認を行う。基本給・賞与に

ついて正社員との待遇差がある理由の説明が

不十分な企業に対し、監督署から点検要請を

集中的に実施するなど 

○非正規労働者の処遇改善や正社員化を支援

するキャリアアップ助成金の周知、活用勧奨 

○令和６年４月から施行された労働条件明示

事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労

働条件が追加されたことなどの周知・啓発 

 

２．リ・スキリング、 

       労働移動の円滑化等の推進 
○職務給導入、配偶者手当の見直しについて、

リフレット等による周知・広報を実施する 

○中小企業等に対する人材確保の支援として、

ハローワークにおける求人票作成の支援等 

 

３．多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり 
○「フリーランス・事業者間取引適正化等法」

の施行（令和６年秋）に伴い、その周知・履行

確保を図る。形式的にフリーランスという形を

とっていても、労働基準法等における労働者に

該当する場合は、厳正に監督指導する。 

○ 仕 事と 育児・介 護の 両 立支援。両立 支援 等

助成金の活用 

○ハラスメント防止措置を講じていない事業

主に対し厳正な指導を実施する 

○過重労働による健康障害を防止するための

監督指導を実施する 

 ・令 和 ６ 年 度 適 用 開 始 業 務（建 設、運 送、

医 師）に つい ては 個々 の事 業場 任せ にせ

ず、取 引 慣 行 へ の 対 策 等 丁 寧 な 相 談・支

援を行っていく。 

 ・１か月当たり80時間を超えていると考え

られる事業場及び長時間にわたる過重な

労働による過労死等に係る労災請求が行

われた事業場に対する監督指導を引き続

き実施。 

 ・「労働時間の適正な把握のために使用者

が講 ずべき措置 に関する ガイドライ ン」

の 周知 を徹 底し、監督 指導 にお いて もこ

れに基づく是正を指導する。 

 ・労 働 基 準 法 に 基 づ く 労 働 条 件 明 示 事 項

に、就 業 場 所・業 務 の 変 更 の 範 囲 を 追 加

さ れ た（令 和 ６ 年 ４ 月 施 行）こ と の 周

知・啓発。 

○多様な働き方、働き方・休み方改革 

 ・テレワークの推進 

 ・勤務観インターバル制度導入促進のため

の支援の実施 

 ・年次有給 休暇の取 得促進、病 気休暇等の

特 別 休 暇 の 導 入、選 択 的 週 休 ３ 日 制 度

（事例の提供等） 

○多様な人材の就労・社会参加の促進 

 ・60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇

改 善を 行う 企業 への支 援（高 年齢 労働者

処遇改善促進助成金） 

 ・65歳から70歳までの高年齢者就業確保措

置の取組みの促進 

 ・障害者の 就労促進、外国人労 働者の雇用

管理、就職氷河期世代の就労促進 

TOPICS 

今年度の労働行政（労働局や監督署等の動き）の基本を発表 
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年金相談の現場から    

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 

 障害年金を認定日まで遡って 

             受給できるか？ 

【障害年金の請求・認定のパターン】 
 障 害 年 金 に は、い く つ か の 請 求 の 仕 方（認

定パターン）があります。 

（１）認定日請求 

 初 診 日 か ら １ 年 ６ ヵ 月 を 経 過 し た 日（認 定

日 と い い ま す）に お い て、障 害 等 級 に 該 当 し

て い る か ど う か を 認 定 す る 一 般 的 な 請 求 の 仕

方です。 

（２）事後重症 

 上 記 の 障 害 認 定 日 に は 障 害 等 級 に 該 当 し な

か っ た場 合で、65 歳に 達 する 日の 前 日まで に

障 害 等 級 に 該 当 し た 時 点 で 認 定 さ れ る も の で

す。 

（３）初めて１・２級に該当したことによる請求 

 障 害 等 級 １ 級 ま た は ２ 級 に 該 当 し な い 程 度

の 障 害 の 状 態 の 者 に 新 た な 傷 病（基 準 傷 病 と

い い ま す）が 発 生 し、併 合 し て 65 歳 に 達 す る

日 の 前 日 ま で に 初 め て １ 級 ま た は ２ 級 に 該 当

したときに認定されるものです。 

（４）20歳前の傷病による請求 

 20 歳前に傷病が発症し、20 歳の時点（また

は 認 定 日 が 20 最 後 後 で あ る と き は 認 定 日）

に、障 害 等 級 １ 級 ま た は ２ 級 で あ っ た と き に

請 求 し ま す。但 し、障 害 基 礎 年 金 の み の 請 求

となります。 

 な お、障 害 基 礎 年 金 は １ 級 と ２ 級、障 害 厚

生 年 金 は １ 級・２ 級 に 加 え て ３ 級 と い う 障 害

等級があります。 
 

【認定日請求されるための要件】 
 あ な た の 場 合 は、事 後 重 症 で 認 定 さ れ た よ

う で す。そ れ を 認 定 日（13 年 前 の 初 診 日 か ら

１ 年 半 経 過 し た 日）請 求 で き な い か と い う ご

相 談 で す。そ れ が で き る た め に は、① そ の 時

点 で の 診 断 書 を 入 手 す る こ と が で き る か ど う

か、か つ、② そ の 時 点 で 障 害 等 級 に 該 当 し て

いるかどうかです。 
 

【病院の存続、 

   カルテ保存期間などの困難】 
 「頸 部 ジ ス ト ニ ア」と は、自 分 の 意 思 と は

関 係 な く 首 や 肩 な ど の 筋 肉 が 萎 縮 す る 病 気 と

い わ れ て い ま す。多 分 症 状 か ら 考 え る と、最

近 重 く な っ た わ け じ ゃ な く て 以 前 か ら 症 状 は

変 わ ら な い と い う お 気 持 ち だ と 思 い ま す。だ

か ら 認 定 日 請 求 で き な い か と 思 わ れ る の も

も っ と も だ と 思 い ま す。し か し、① 13 年 前 に

す で に そ う い う 症 状 が あ ら わ れ て い た か ど う

か、② そ の 時 点 の 病 院 が 現 在 存 在 し て い る か

ど う か、③ 当 時 の 主 治 医 が 現 存 し て お り、カ

ル テ が 残 っ て い て 当 時 の 診 断 書 を 書 い て も ら

うことができるかどうかです。 

 一 般 的 に は カ ル テ の 保 存 期 間 は ５ 年 で す の

で、デ ー タ 等 で 保 存 さ れ て い な い 限 り 診 断 書

を 遡 っ て 書 い て も ら う の は な か な か 困 難 で

す。 

 以上を踏まえて、検討してみてください。 

 

                                 
 

 

 13年前に頸部ジストニアを発症し、昨年の６月に障害厚生年金の３級の認定を受

けることができました。これを13年前に遡って受給することはできますか。  

Question ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Answer //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

  I Wanna Be Around 「そばにいたい」  

 1957年オハイオ州ヤングスタウンに住む美容師、ヴィンマーシュ

テット（未亡人）は、有名な作詞家でソングライターであったジョ

ニー・マーサーに曲のアイデア「I want to be around to pick up the pieces, 

when somebody breaks your heart」と書いた手紙を送りました。住所を

知らなかったので、宛先にニューヨーク州ニューヨーク ソングライ

ター ジョニー・マーサー様と書いたのですが、なんとこれが届いた

のです。彼女はフランク・シナトラがエヴァ・ガートナーと結婚する

為に、前妻と離婚し、その後ガートナーがシナトラを振ったことを知

りインスピレーションが湧いたそうです。シナトラに同情したので

しょうか、それとも許せなかったのでしょうか。 

 マーサーは1962年に曲を完成させ発表します。著作権と印税の３

分の１をヴィンマーシュテットに分ける約束をしました。1963年ト

ニー・ベネットが歌い大ヒットします。14週間ヒットチャートに載

ります。彼女は年間3,000ドルの収入を得たそうです。１ドル360円の

時代ですから、108万円です。63年の大卒初任給が１万5,700円、か

け蕎麦１杯40円だと考えると大金です。毎年海外旅行を楽しんでい

たそうです。 

  

  心のかけらを拾うため あなたのそばにいたい 

  誰かがあなたを失恋させたらね 

  まー、僕より倍くらいカッコいい誰かにね 

 

  その誰かさんは真の愛を誓うんだろうね 

  君がいつも僕に言っていたようにね 

  そして同類相哀れむということを分からせるように離れていく 

  見ててごらん 

 

  君のそばにいて 

  彼がどんな風にやるのか見てみたい 

  彼が君の心を粉々にするとき 

  粉々のパズルがピッタリと合わさるか見せて 

 

  そんな時リベンジが心地よいと感じるのかな 

  私は最前列に座って皆が拍手しているなかいて 

  誰かさんが君の心を粉々にする 君が僕にしたように 

  誰かさんが君の心を粉々にする 君が僕にしたように 

 

 ずいぶん意地悪な曲ですね。女性シンガーが歌う場合、彼は彼女に

なります。シナトラの最初の奥さんに感情移入して聴けば分かる気が

します。まだ好きな気持ちがあって、慰めたい気持ちでそばにいたい

なら良いのですが、皆が拍手喝采する中の最前列で見届けるなんて、

傷口に塩を塗るぐらい残酷です。そういえば「Cry Me a River」もリベ

ンジソングでした。割れたかけらを集めても、もう元には戻らないこ

とが分かっていて「パズルがピタッと合わさるか見せて」と言うくら

い憎らしいのでしょう。驚きなのは、クインシー・ジョーンズのバン

ドをバックにシナトラが歌っている音源があることです。ヒットした

63年版のトニー・ベネットは声に張りがあってとても良いです。女

性版はジュリー・ロンドンが歌っています。 

 宛名がニューヨーク州ニューヨークでも手紙が本人に届いた理由

は、郵便局員が機転を利かせ、全米作詞作曲家協会に届けたからでし

た。郵便局員にも報酬を分けてあげたいですね。以前、田舎のお寺か

ら私宛の手紙が届かないと連絡がありました。「住所は合っていまし

たか？」と訊くと、東京都の後に市名と町名だけ書いたそうです。

「私そんなに有名人ではありませんから」と答えておきました。 

司法書士の業務つれづれ帳 第94回 司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

  笑えない辞任届の約束事： 

       令和時代の辞め方指南    

 取締役などの役員が任期の前に会社を辞めるとき「辞任届」を

もらう。この辞任届には定型の文句があり、ほとんどの雛形には

「私は、このたび一身上の都合により、令和〇〇年〇〇月〇〇日

をもって貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。」

と書かれている。この定型文に気になるところが２つある。 

 ひとつは「一身上の都合により」という文。一身上は自分の身

の上に関する事柄を意味していて、自分の家庭や健康などの個人

的な都合によって辞めますという意思表示となる。ただ、これま

で辞任登記の依頼を受けてきて文面通りの背景だったことは少な

い。辞めてもらうために会社都合で辞任届をもらうケースがほと

んど。大手の子会社の役員なんかは一定の周期で新しい役員が送

り込まれてくるが、辞めるときの辞任届には「一身上の都合によ

り」と書いてある。辞めることに異議はないだろうから構わない

けど、どこかモヤモヤとする。 

 文面は「私は、令和〇〇年〇〇月〇〇日、貴社の取締役を辞任

いたします。」で十分足りる。なので、私が辞任届の作成を依頼

されたとき、明らかに個人的な事情での辞任ない限りは「一身上

の都合」は書かない。それがフェアだと思うから。 

 気になることの２つめは「〇〇年〇〇月〇〇日をもって」の

「もって」。例えば辞任届に「令和６年３月31日をもって取締役

を辞任する」と書いた場合、この日の何時に辞めることになるだ

ろうか。 

 正解は、令和６年３月31日の24時。なので４月１日の０時(の

直前)までは取締役であることから取締役としての責任も生じ

る。例えば３月31日の午後に取締役会があれば出席する義務はあ

る。その取締役会で決定したことで損害が起きれば賠償を請求さ

れる可能性もある。 

 では３月31日に辞めるがその日の責任を負いたくない場合どの

ように辞任届をかけばよいだろうか。正解は「令和６年３月31日

付けで取締役を辞任する」と書けばよい。この場合は令和６年３

月31日の０時で辞任することになる。 

 「もって」がよいケースをひとつ紹介する。取締役ＡＢＣＤで

代表取締役がＡとＢの株式会社がある。この会社でＡが３月31日

に辞任をするのでＤを新任で代表取締役に選ぶ場合、Ａが３月31

日を「もって」辞任をすると良いことがひとつある。 

 この場合３月31日に取締役会を開いてＤを代表取締役に選ぶ。

これにＡが出席しないと取締役会議事録にＢＣＤが実印を押して

印鑑証明書を用意する必要があるが、Ａが出席して取締役会議事

録に法務局に届けてあるＡの会社実印を押すとＢＣＤの実印はい

らなくなる。Ａの辞任が３月31日付けならば取締役会に出れない

が「３月31日もって」ならば取締役会に出席できる。 

 どうでもいいような細かい話だが、司法書士はいつもこんなこ

とを考えている。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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  日によって所定労働時間が違う場合、 

         時間単位年休は１日何時間になる？ 

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

 週の３日は３時間勤務、１日は５時間勤務のアルバイトさんがいます。この場合の１

日当たりの時間単位有休は３時間なのでしょうか、５時間なのでしょうか？また、時間

単位有休の未消化分があった場合、翌年度に繰り越すことは可能ですか？ 

3 

Question

Answer /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

【時間単位年休の導入要件】 
 平成22年４月施行の改正労働基準法において、労使

協定による時間単位の年 次有給休暇制度が新設さ れま

した。労使協定で定めるべき事項は次のとおりです。 

①時間単位有休を与える労働者の範囲 

  事業の正 常な運営 と の調整を図る 観点から、労使

協定では時間単位年休を与える労働者の範囲を定め

る こ と と さ れ て い ま す。例 と し て は、ラ イ ン 勤 務

者、変 形 勤 務 者、交替 勤務 者、短 時 間勤 務 者は 対象

外とする こと ができ ると されてい ます。た だし、利

用目的によって範囲を制限することは認められませ

ん。 

②時間単位年休の日数（５日以内） 

  もともとまとまった 日数の休暇を取得すると いう

年次有給休暇の本来の趣 旨に鑑み、労働基準法は 時

間単位年休は５日以内と しており、労使協定では こ

の範囲（５ 日以下 の日数）で日数 を定め る必要 が あ

ります。 

③時間単位年休の１日の時間数 

  １日当た り何時間 の 時間単位年休 となるの か、所

定労働時間をもとにその 時間数を定めます（この 点

については次に詳しく述べます）。 

④１時間単位以外を単位とする場合の時間数 

  これは２時間や３時 間といった１時間以外の 時間

を単位として時間単位年休を与えるとする場合に、

その時間数を定めるということです。ただし、30分

など１時間未満時間数を単位として与えることはで

きません。厚労省のQ&Aでは「時間単位年休におけ

る 取 得 の 単 位 で あ る 時 間 と は、整 数 の 時 間 数 を 指

し、１時間 に満た ないも のは含ま れない」として い

ます。例えば、30分の遅刻についても１時間単位で

年休を充当しなければ適法な年休取得にはならない

ということです。 

 

【時間単位年休の１日の時間数をめぐって】 
 上記③の１日当たり時 間単位年休が何時間とな るか

という問題では、いくつかの問題があります。 

 まず所定労働時間数に １時間に満たない時間数 があ

る 場 合、例 え ば １ 日 ７ 時 間 30 分、週 ５ 日 労 働 で １ 週

37 時 間 30 分 と い っ た 場 合 ど う す る か と い う 問 題 で

す。労働基準基則第24条の４第１号において、１日の

所定労働時間数を下回ら ないものとすると規定し てい

ま す。上 記 例 で い え ば、「１ 日 7 時 間 30 分」を「１ 日

８時間」とする必要があるということです（週37時間

30分を38時間とするのではありません）。 

 次に、日によ って所定 労働時間数が 異なる場 合 の取

扱いで す。こ の場合、１ 年間に おけ る１ 日平 均所 定労

働時間数を下回らない も のとしなければなりま せ ん。

１年間における総労働時 間数が決まっていない場 合に

は、決まってい る期間に おける１日平 均所定労 働 時間

数 と な り ま す。ご質 問 の例 で 言 い ます と、仮 に「週 ３

日 × ３ 時 間 ＋ 週 １ 日 ５ 時 間」が 固 定 さ れ て い る な ら

ば、14時 間÷４日間 ＝１ 日当たり3.5時 間となり ます

から、そ れを 下回ら ない ものと する ため には、１ 日当

たり４時間の時間単位年休とすることになります。 

 

【時間単位年休をめぐってよくある混乱】 
＜半日単位年休との関連＞ 

 もとも と半日 単位の 年 休は、原則 として 午前半 日、

午 後 半 日（始 業 時刻 か ら半 日、終 業 時 刻 前の 半 日）と

いう形で の取得 を意味 し ます。これ を拡大 解釈し て、

労働 時間 の 途中 に半日（例え ば４ 時間）、そ の前 後に

労 働 時 間 が あ る 場 合 に は 半 日 単 位 年 休 と は 言 え ま せ

ん。これは時間 単位年休 を４時間とっ たという 扱 いに

なります。 

 労働基準法改正により 法律上の扱いとなった時 間単

位年休と違い、半日年休は１日単位年休を前提とした

制度として午 前、午後そ れぞれ半日年 休であれ ば 認め

てもかまわないというものです。 

＜次年度への繰り越しは認められるか＞ 

 １日単位の年休の未消 化分については次年度に 限り

繰り越 すこ とが でき ます。では、時 間単 位年 休と 半日

年休の繰り越しは認められるのでしょうか。 

 時間単位年休の繰り越 しは認めてもいいという 扱い

にはな って いま すが、問 題は、仮 に繰 り越し たと して

も次年度についても時間 単位年休取得の上限は年 ５日

間（ある いは 労使協 定で 定めた ５日 以内 の日数）です

か ら、仮 に ５ 時 間 分 次 年 度 に 繰 り 越 し た か ら と い っ

て、次 年 度 は 5.5 日 分 の 時 間 単 位 有 休 が と れ る わ け で

はありません。 

 半日単位に ついては、もともと法律 上の制度 で ない

ため繰越しそのものが認められていません。 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



 

 

１ 旧定年後の賃金水準 
 定年の引上げにともなって重めの検討課題になるの

が、賃金水準です。つまり定年引上げ後に、旧定年年

齢、たとえば60歳以降の賃金水準をどうするのか、と

いうことです。もちろん、59歳までの賃金水準を維持

または増加することができるのであればそれに越した

ことはありません。社員の意欲の向上のためにそのよ

うにする事例もあります。しかし、実際には人件費の

負担が重くなることなどを理由に、賃金を下げられな

いかという相談が多いです。 

 これを検討するにあたっては、ある最高裁判決１）が

参考になります。元々55歳定年制の下で、賃金水準を

維持したまま58歳までの３年間の在職制度があった企

業で、定年を60歳に引き上げた際に、55歳から60歳

までの５年間の賃金総額が、従来の３年間の在職制度

中の賃金総額と同程度の制度とした（＝賃金が54歳時

の63～67％になる）ことの有効性が争われた事案で

す。判決では、このような制度改正を「実質的にみて

不利益変更に等しい」としつつ、「55歳以降の労働条

件は既得の権利とまではいえない」としたうえで、旧

定年後の賃金水準や定年延長による雇用の安定、福利

厚生の適用延長などにより、上記のような不利益は緩

和されたものとして、有効としました。このように、

旧定年以降の賃金を引き下げるとしても、旧制度（定

年後再雇用制度）における賃金水準は上回るように設

計するのがよいでしょう。この点を押さえておけば、

定年延長は、裁判例でも指摘されているように不利益

となる要素は少ないため、従業員の納得も得られやす

いものと考えます。 

 これに対して、賃金カーブを全体的に引き下げるよ

うな場合や、一定の年齢（たとえば55歳）以上で引き

下げるような場合には、労働条件の中でも重要な賃金

の不利益変更として「高度の必要性に基づいた合理的

な内容のものである場合において、その効力を生ず

る」２）ものと考えられます。したがって、変更の有効

性が厳しく審査されることになりますので、慎重な制

度設計が必要です。少なくとも、定年までの生涯賃金

を比較した場合に、従前の制度よりも増加するように

設計するべきです。もし、それができないのであれ

ば、現時点で定年を引き上げる必要が本当にあるの

か、再度よく検討したほうがよいでしょう。 
 

２ 旧定年後の短時間勤務制度 
 高年齢者の体調や労働への意欲には個人差があるこ

とから、必ずしもフルタイム勤務を希望しない社員が

一部存在します。そのような社員を有期雇用契約の短

時間勤務で活用できる場合には、短時間勤務社員に転

換できる制度を設けることも考えられます。 

 このような場合は、従前の再雇用制度を下敷きにし

て労働条件等を決めるのが簡単ですが、定年延長後の

賃金水準とのバランスもふまえる必要があります。ま

た、有期雇用契約で短時間勤務社員であれば、いわゆ

る「同一労働同一賃金」（パ有法８条）の規制が及ぶ

ことにも留意しなければなりません。 

 なお、旧定年後に正社員から短時間勤務に転換した

場合には、その時点で退職金が支払われることになる

のが一般的ですが、退職金の支給率が「自己都合退

職」と「定年」で異なる場合には、どちらを適用すべ

きか問題になることが考えられます。この点について

は、前回の記事でも簡単に指摘をしていますので、参

照してください。 

 

 

 

１）最二小判H9.2.28「第四銀行事件」。なお、「協

和出版販売事件」（東京地判H18.3.24）は、55歳か

ら60歳に定年を引上げた際に、55歳以降の基準内賃

金を約29～42％減額した事案で、旧嘱託社員制度の

給与を上回っていること等を指摘して、有効と認め

た。 

２）最一小判H12.9.7「みちのく銀行事件」。この事

件では、60歳定年制の会社において、制度の変更に

より55歳で専任職発令が出され、管理職の肩書きを

失うとともに賃金が減額された。判決では、60歳定

年制であったのだから、55歳以降も所定の賃金を得

ら れ る こ と は「期 待」に と ど ま る も の で は な く、

「労働条件」になっていることを指摘し、特定の層

の行員にのみ賃金コスト抑制の負担を負わせている

こと、不利益に対する救済・緩和措置が不十分であ

ることなどから、就業規則の変更を認めなかった。 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○96  
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第〇条 60歳に達した日以後に退職する正社員

が、「定年前再雇用社員」として採用されるこ

とを希望する場合には、その採用希望日の３か

月前までに、会社に申し出なければならない。 

２ 前項の申出があった場合には、会社は、従前

の勤務実績、健康状態等に基づき選考を行い、

適当と認めた者を、「定年前再雇用社員」とし

て採用する。 

２ 「定年前再雇用社員」の労働条件は、雇用契

約書および定年前再雇用社員就業規則その他の

規程で定める。 
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１．IT化・DX化の意義 
 自 社 の 年 齢 層 を 見 渡 す と、中 高 年 に 偏 り が あ

る 会 社 と 若 手 が 多 数 を 占 め る 会 社、そ し て バ ラ

ン ス よ く 配 置 さ れ た 会 社 が あ り ま す。た だ 少 な

く と も 年 代 や 時 期 に よ り 採 用 に バ ラ ツ キ が あ っ

た と い う ケ ー ス が ほ と ん ど で、バ ラ ン ス が 良 い

と い っ て も、年 代 に よ る 偏 り が あ る こ と は 否 め

ないと言ってよいと思われます。 

 直 近 の 状 況 を 見 る と、CHAT ― GPT の 出 現 始

め、AI の 普 及、そ し て コ ロ ナ 化 を 機 に、一 気 に

デ ジ タ ル 化 が 加 速 し て、ペ ー パ ー レ ス と い う よ

り も デ フ ォ ル ト（初 期 状 況）と し て は、デ ジ タ

ル で の 情 報 共 有 と い う の が 当 た り 前 に な っ て い

ま す。た だ、あ く ま で そ れ は ツ ー ル（手 段）の

問 題 で あ り、ビ ジ ネ ス の 本 質 は、そ の 知 見 を い

か に し て 最 大 に 生 か す か に か か っ て お り、知 見

を効 率的 に生 かす 手 段と して、IT 化・DX 化があ

る と い う 位 置 関 係 で あ る こ と は 再 認 識 し て お く

必 要 が あ り ま す。そ う で な い と ビ ジ ネ ス の 本 質

が見失われてしまいます。 
 

２．目的は業務改善にあり 
 例 えば、「社 内 で 発生 した トラ ブル や 社外ク

レームは一早く共有するためにIT化・DX化を推

進 し ま しょ う」と いっ た ら、ど う す るでしょう

か？ま ず、社 内 で サイ ボ ウ ズや デ ス クネッツな

どのグループウェア でスケジュール管理 や会議

室の予約管理をする。 

 次にセールスフォースやKINTONEなどを使っ

て営業情報やプロジ ェクト情報その他さ まざま

なビジ ネス情 報を共 有する‥と いっ たア クショ

ンを起 こします。今 だとク ラウド 利用で 初期投

資を抑えた導入が可能になります。 

 しかし、それ は単 に各人 の情報 共有の ツール

が つ な が っ た だ け で、共 有 情 報 を 生 か す ア ク

ションを起こすことにこそ本質があります。 

 情報 をどの ように 分析評 価して 生かす か、漏

れない 情報共 有のた めに、どの よう なル ールを

作 り、ど の よ うに 運用 し、モ ニ タ リ ングをかけ

た ら、最 大 の 効率 性を 担 保 でき るか、つ まり業

務改善の「質」向上の問題があります。 

 

３．チェックすべきは社員のＩＴ成熟度 
 I T化・DX化をビジネスの業務活動に生かすた

めに大きな障害になるのが、社員間の ITリ テ ラ

シ ィ（成 熟 度）で す。「IT 成 熟 度 が 低 い 人 は ダ

メだ」とい った 誤っ た判断 をして しまい がちで

す。IT の 成 熟 度 は 一 つ の 能 力 の 指 標 に す ぎ ず、

業 務 の 知 見 そ し て、判 断 力、創 造 力、実 行 力、

判断力 など、様 々の フェー ズの総 合点で ビジネ

ス総合 力の評 価は決 まって きます。その 意味で

は、IT に 弱 点 の あ る と り わ け 中 高 年 層 の「プ ラ

イドも保ちつつ」IT化・DX化のツールの導入を

進めていくことは極めて重要なことです。 

 IT ツ ー ル の 導 入 に あ た っ て は、概 し て「デ ジ

タル世 代は呑 みこみ が早い」と 理解 する ことで

す。そ し て、若 手 は 中 高 年 に 対 し、「そ ん な こ

と も わ か ら な い、で き な い の か」と 言 い 切 ら

ず、一 方 で、中 高 年 は、「若 い 人 に IT に つ い て

は 謙 虚 に学 ぶ」姿 勢が 重 要 で す。そ の世代間コ

ミュニケーションが一番大事です。 
 

４．現状調査⇒⇒しくみづくり⇒運用・改善 
 ビ ジネ スの 効 率化 や有 効性 の高 いIT 導 入は次

のようなステップで進めていきましょう。 

➀現状調査 現状の業務フローの中でど こが効

率 化 の ボ ト ル ネ ッ ク（遅 延 の 原 因 を 作 る プ ロ

セ ス）に な っ て い る か を 知 り、現 状 ど の よ う

な 遅 延 や 問 題 が 発 生 し、課 題 は 何 か を 知 り ま

す。 

②しくみづくり 最 終的にどの程度の効 率化を

果 た し た い か、そ の 際、現 有 社 員 の IT 成 熟 度

か ら み て 現 実 的 に 達 成 可 能 か と い っ た 判 断 の

元、達 成 レ ベ ル を 決 定 す る 必 要 が あ り ま す。

そ し て、そ の 達 成 レ ベ ル に 到 達 す る た め に ど

の く ら い の 時 間 と 費 用 と プ ロ ジ ェ ク ト 体 制 を

構築して実行すべきかを決定します。 

③運用と改善 業務 改善が目に見えるこ とを目

的 と し て、IT 化・DX 化 の し く み を 作 っ て 運 用

し、予 定 レ ベ ル の 成 果 が 出 て い る か を モ ニ タ

リ ン グ し ま す。成 果 を あ せ る の で は な く、IT

化・DX化を一歩ずつ着実に進めることです。 


